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鹿児島地区合併協議会 



（様式１）

（24）　地域福祉事業

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山区分経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山区分経過

1 地域福祉センター管理運営事業 × ○ × × × × Ａ

2 民生委員・児童委員活動促進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

3 民生委員・児童委員指導事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

4 民生委員児童委員協議会事務局運営事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

5 社会福祉協議会補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

6 ボランティアセンター運営費補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

7 小災害救助 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

8 地域振興基金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

9 社会福祉功労者表彰式 ○ × ○ ○ ○ ○ Ｂ

10 戦没者追悼式 ○ ○ ○ × × ○ Ｂ

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。

　　　　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

健康福祉専門部会

（２４）－１



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

1
地域福祉センター管理運
営事業

　該当なし （１）内容
　　　吉田町地域福祉センター
　　　　（デイ支援センター）
　　・利用時間      ８：３０～１７：００
　　・使用料               有料
　　・対象           特に限定していない

（２）管理運営
　　 社会福祉法人吉田町社会福祉
　　協議会に委託
　
（３）１４年度予算
　　　　　　　　　　　　１２，７１４千円

　該当なし 　該当なし

2
民生委員・児童委員活動
促進事業

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　４４地区

（２）委員数（定数） 地域担当委員　     ７７６人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　       ８８人
　　　  　　　　　　　　　　　計　　　　 　     ８６４人

（３）１人あたりの世帯数　　              ３００世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長　　 　      ２０２，９２０円
                 地区副会長　        １６１，０００円
                 一般委員　　　       １５５，０００円

（５）地区民児協運営費
　　　１地区につき　　　　           ２００，０００円
　　　委員１人につき　　　　　          ２，０００円
　

参考　国・県の財政支援

　○　国からの交付税
    ア　活動費　委員１人につき　　 ６０，３００円
    イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき　　　　  　 ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき　　                   ０円
    ウ　地区会長活動費　　                     ０円

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１地区

（２）委員数（定数）　地域担当委員　     ２０人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　        ２人
                                計       　　     ２２人

（３）１人あたりの世帯数　　              １９７世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長　　 　      １２７，３００円
                 地区副会長　        　９７，３００円
                 一般委員　　　       　６２，３００円

（５）地区民児協運営費
                          県の財政支援がある

参考　国・県の財政支援

　○　県からの交付金
　　 ア　活動費　委員１人につき  ６２，３００円
     イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき            ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき             １，６００円
     ウ　地区会長活動費            １１，９２０円
　

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１地区

（２）委員数（定数）　地域担当委員　     １４人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　        ２人
               　　　　　　　　計      　　       １６人

（３）１人あたりの世帯数　　              １５４世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長　　 　       ９２，０００円
                 地区副会長　         ８２，０００円
                 一般委員　　　        ７２，０００円

（５）地区民児協運営費
                          県の財政支援がある

参考　国・県の財政支援

　○　県からの交付金
　　 ア　活動費　委員１人につき  ６２，３００円
     イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき            ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき             １，６００円
     ウ　地区会長活動費            １１，９２０円
　

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１地区

（２）委員数（定数）　地域担当委員　     ３１人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　        ２人
                               計　　             ３３人

（３）１人あたりの世帯数　　              １５４世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長　　 　       ６２，３００円
                 地区副会長　         ６２，３００円
                 一般委員　　　        ６２，３００円

（５）地区民児協運営費
                           県の財政支援がある

　
参考　国・県の財政支援

　○　県からの交付金
　　 ア　活動費　委員１人につき  ６２，３００円
     イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき            ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき             １，６００円
     ウ　地区会長活動費            １１，９２０円
　

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目
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（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
　該当なし 　該当なし 吉田町のみ 　吉田町の地域福祉センターについては、合併時

に現行どおり引き継ぐものとし、管理運営について
は、現行の住民サービスの水準を低下させないこ
とを基本に合併時までに調整するものとする。

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１地区

（２）委員数（定数）　地域担当委員　     ２９人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　        ２人
                                計     　　       ３１人

（３）１人あたりの世帯数　　              １４４世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長　　 　     １８０，０００円
                 地区副会長　       １２０，０００円
                 一般委員　　　      １２０，０００円

（５）地区民児協運営費
                          県の財政支援がある

参考　国・県の財政支援

　○　県からの交付金
　　 ア　活動費　委員１人につき  ６２，３００円
     イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき            ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき             １，６００円
     ウ　地区会長活動費            １１，９２０円
　

（１）地区数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１地区

（２）委員数（定数）　地域担当委員　     ２０人
　　　　　　　　　　　  主任児童委員　        ２人
                                計　　            ２２人

（３）１人あたりの世帯数　　              １５０世帯

（４）１人あたりの活動費
              　 地区会長             １７２，４００円
                 地区副会長          １２２，４００円
                 一般委員             １２２，４００円

（５）地区民児協運営費
                          県の財政支援がある

参考　国・県の財政支援

　○　県からの交付金
　　 ア　活動費　委員１人につき  ６２，３００円
     イ　地区民児協運営費
　　　　　　１地区につき            ２００，０００円
　　　　　　委員１人につき             １，６００円
     ウ　地区会長活動費            １１，９２０円
　

活動費等が異なる。

５町は、県が地区民児協へ交付金を交付。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

調　整　方　針　（案）
現　　　　　　　　　　　　　況

課　　　　　　　題
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（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

3
民生委員・児童委員指導
事業

民生委員候補者は地区選考会から市
推薦会へ推薦。

（１）民生委員推薦会
　委員数　　　　　　　　　　　　　１４人
　委員報酬（日額）　　　１０，３００円
　調査報酬（日額）　　　１０，３００円
　開催回数　　　　　　　　　　　年６回

（２）地区選考会
　　選考会　　　　　　　　　　　４４地区
　　謝金（１件につき）　　　４，０００円

（３）研修
　　現任委員研修　　　　　　　年１回
　　新任委員研修　　　　　　　年１回

集落公民館長及び民生委員の意見を
聴取し、調査内諾を得て、推薦会で候
補者の推薦を決定。

（１）民生委員推薦会
                            ７人
　　　　　　   　５，２００円
　　　　         　        ０円
　　　　　　必要に応じ随時

（２）地区選考会
     　　   　　          なし
　　　　     　　 　　   なし

（３）研修
       　   　　　        なし
　　　　　    　       　なし

地域公民館長へ選考依頼。

（１）民生委員推薦会
     　　　              ７人
　　　　　　   ５，４００円
　　　　                ０円
　　　　　　必要に応じ随時

（２）地区選考会
    　　     　　       なし
　　                     なし

（３）研修
      　    　　　      なし
　　　　　    　　      なし

集落長及び前任民生委員へ候補者の
推薦を依頼。

（１）民生委員推薦会
    　　　            １４人
　　　　　　   ５，４００円
　　　　                 ０円
　　　　　　必要に応じ随時
　
（２）地区選考会
        　　   　　　     なし
　　　　                  なし

（３）研修
        　　　　　　      なし
                            なし

4
民生委員児童委員協議
会事務局運営事業

（１）事務局
　　　市民生委員児童委員協議会
　　　（44地区の民生委員児童委
　　　員協議会で構成）が設置

（２）職員体制
　　事務局長１人(嘱託)、職員１人（嘱
　　託）、事務補助１人

（３）補助金
　　民生委員児童委員協議会事務局
　　運営費
                  １０，７２４，０００円

（１）事務局
　　　社会福祉協議会

（２）職員体制
　　　職員１人（兼務）

（３）補助金
　　　なし

（１）事務局
　　　社会福祉協議会

（２）職員体制
　　　職員２人（兼務）

（３）補助金
　　　なし

（１）事務局
　　　喜入町　いきいき対策課

（２）職員体制
　　　係長が兼務

（３）補助金
　　　なし

(24) － 4



（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

 地域公民館長へ選考依頼。

（１）民生委員推薦会
     　　　   　           ７人
　　　　　　　    ４，２００円
　　　　        　         ０円
　　　　　　　　　　　年１回

（２）地区選考会
            　　     　　  なし
　　　　                   なし

（３）研修
              　   　　　  なし
　　　　　    　　         なし

自治公民館ごとに候補者を推薦。

（１）民生委員推薦会
      　　　            ７人
　　　  　　   ５，１００円
　　　　                ０円
　　　　必要に応じ随時

（２）地区選考会
           　　     　　なし
　　　　            　　なし

（３）研修
        　   　　　　なし
　　　 　　    　　　なし

候補者の推薦方法が異なる 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

（１）事務局
　　　松元町　保健福祉課

（２）職員体制
　　　保健福祉課長兼務

（３）補助金
　　　なし

（１）事務局
　　　郡山町　保健福祉課

（２）職員体制
　　　係長が兼務

（３）補助金
　　　なし

事務の主体が異なる 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

(24) － 5



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

5
社会福祉協議会補助事
業

（１）事業所
   　山下町１５－１
　  　かごしま市民福祉プラザ内
　  　鹿児島市社会福祉協議会
 
（２）設　立
　　　昭和２９年１２月１１日

（３）社会福祉法人化
      昭和３７年９月１５日

（４）組　織
　　　　（平成１４年６月１日現在）
　  　顧問１人、監事３人、理事１６人、
    　評議員３３人、職員５１人、嘱託
　　　職員90人、事務補助員30人。
　  　４４校区社協、４５地区社協

（５）補助事業（１５年度予算）
　　・福祉活動専門員設置事業
　　・市社協福祉活動普及事業
　　・ふれあいのまちづくり事業
　　・小口融資貸付事業
　　・在宅介護講習会事業

（１）事業所
   　吉田町本城１６８７－２
　　　地域福祉センター内
　　　吉田町社会福祉協議会
　
（２）設　立
　 　昭和２８年１０月１日

（３）社会福祉法人化
　 　昭和４４年１０月２３日

（４）組　織
　　　（平成14年10月1日現在）
　　顧問２人、監事２人、
  　理事10人、評議員25人、
  　職員10人、 嘱託職員４人、
  　非常勤職員12人

（５）補助事業（１５年度予算）
　 ・福祉活動専門員設置事業
　 ・社会福祉協議会運営費補助
　 ・心配ごと相談事業

（１）事業所
　　桜島町横山1722番地17
　　老人福祉センター内
　　桜島町社会福祉協議会

（２）設　立
　　昭和２７年８月１６日

（３）社会福祉法人化
　　昭和４８年７月５日

（４）組　織
　　　（平成１４年１０月１日現在）
　　理事１０名、監事２名、
　　評議員２１名、職員３名

（５）補助事業（１５年度予算）
    ・福祉活動専門員設置事業
    ・社会福祉協議会運営費補助金
    ・心配ごと相談所設置事業
　　・地域福祉活動推進事業

（１）事業所
　　喜入町中名1000番地22
　　老人憩いの家内
　　喜入町社会福祉協議会
　
（２）設　立
　　昭和４５年９月１４日

（３）社会福祉法人化
　　昭和４５年１０月２６日

（４）組　織
　　　（平成14年10月1日現在）
　　理事7名、評議員20名、
　　監事2名、職員16名、
　　パート23名

（５）補助事業（１５年度予算）
    ・福祉活動専門員設置事業
    ・社会福祉協議会運営費補助金
    ・心配ごと相談事業
    ・社会福祉活動事務職員補助金

6
ボランティアセンター運営
費補助事業

鹿児島市社会福祉協議会設置

（１）職員体制
     所長１名（総務課長併任）、職員１名、
     コーディネーター２名（嘱託）

（２）活動内容
    ・ボランティアの育成、研修、教育
    ・ボランティアリーダーの育成
    ・ボランティアの需要調整
    ・ボランティア団体や市民への情報提供
    ・ボランティア団体の相互交流の場の提供

（３）１４年度予算額
　　　　　　　２１，３５７千円

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．４．１現在）
　　　２０７団体　　１４，６１３人
　　　個人　　　　　　　　５８９人

吉田町社会福祉協議会設置

（１）職員体制
     コーディネーター１名（非常勤）

（２）活動内容
　　　サロン事業及びボランティアの育成
　　のため、取りまとめ役及び調整役とし
　　ての人的確保を行い社会奉仕活動育成
　　の円滑な推進を図る。

（３）１４年度予算額
　　　４５０千円（うち人件費３００千円）

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．４．１現在）
　　　１３団体　　　２１３人
　　　個人　　　　　　　７人

桜島町社会福祉協議会設置

（１）職員体制
      コーディネーター２名
　　　　（非常勤、１５年度から１名増）

（２）活動内容
　　・ボランティア団体の育成
　　・ボランティアの需要調整
　　・ボランティア情報誌の発行

（３）１４年度予算額
               １５９千円
　　（参考　１５年度予算額）
　　　　　　　５７６千円

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．４．１現在）
　　　６団体　　　３２１人
　　　個人　　　　　なし

喜入町社会福祉協議会設置

（１）職員体制
　　　職員１名（専任）、
　　　コーディネーター　１名
　　　　　　　（社協事務職兼務）

（２）活動内容
    ・ボランティア団体の育成
    ・ボランティアリーダーの育成
    ・ボランティア団体や市民への情報提供
    ・ボランティア団体の相互交流の場の提供
    ・ボランティア情報誌の発行他

（３）１４年度予算額
  　　委託料　１，５５０千円（事務費）

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．９．３０現在）
　　　１０団体　　１６８人
　　　個人　　　　　  ５人

(24) － 6



（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

（１）事業所
　　松元町上谷口２７６８－８
　　松元町老人福祉センター内
　　松元町社会福祉協議会

（２）設　立
　　昭和５３年７月１８日

（３）社会福祉法人化
　　昭和５３年

（４）組　織
　　　（平成１４年６月１日現在）
　　監事２人、理事１２人、
　　評議員３０人、職員２人、

（５）補助事業（１５年度予算）
　　・福祉活動専門員設置事業
　　・町社協福祉活動普及事業
　　・心配ごと相談事業
　　・社会福祉大会費

（１）事業所
　　郡山町郡山１７６
　　郡山町老人福祉センター内
　　郡山町社会福祉協議会
　
（２）設　立
　　昭和２６年

（３）社会福祉法人化
　　昭和５３年３月３日

（４）組　織
　　　（平成１４年１０月１日現在）
　　監事２人、理事１２人、
　　評議員２５人、職員３人

（５）補助事業（１５年度予算）
　　・福祉活動専門員設置事業
　　・町社協福祉活動普及事業
　　・心配ごと相談所設置事業
　　・地域福祉活動推進事業

補助の対象が異なる 　合併時に鹿児島市の制度に統合する。

　（具体的な事業、組織等については、鹿児島
　　地区社会福祉協議会合併協議会の協議を
　　踏まえ、必要な調整を行う。）

松元町社会福祉協議会設置（個人）
松元町教育委員会社会教育課設置（団体）

（１）職員体制
    ①個人  コーディネーター　１名
                        （事務局長兼務）
    ②団体  コーディネーター　１名（非常勤）
               社会教育指導員　１名（兼務）

（２）活動内容
　　①個人
　　②団体
　　　・ふるさと美化活動
　　　・ボランティアセンターだより発行
　　　・駅周辺清掃活動
　　　・花の苗づくり　　ほか

（３）１４年度予算額
　　①個人
　　②団体

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．３．３１現在）
　　　１７団体　４９２人
　　　個人　　　１４４人

郡山町社会福祉協議会設置

（１）職員体制
      事務局長　１名（社協事務局長兼任）、
      職員　２名（社協事務職員兼任)、
      コーディネーター　２名

（２）活動内容
    ・ボランティアの育成、研修、教育
    ・ボランティアリーダーの育成
    ・ボランティアの需要調整
    ・ボランティア団体や市民への情報提供
    ・ボランティア団体の相互交流の場の提供

（３）１４年度予算額
      補助額（コーディネーター人件費）
　　　　　　　　　　　　　３１２千円

（４）ボランティアセンター登録者数
　　　　　　　　（１４．４．１現在）
　　１７団体　　３２５人
　　個人　　　　　４８人

実施主体及び事業内容が異なる 　合併時に鹿児島市の制度に統合する。

　（具体的な事業、組織等については、鹿児島
　　地区社会福祉協議会合併協議会の協議を
　　踏まえ、必要な調整を行う。）

(24) － 7



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

7 小災害救助

（１）避難所の設置箇所数
　　　　１５０箇所
　　　（地域福祉館や小中学校など）

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　毛布　　　2,132枚
　　　　ﾀｵﾙｹｯﾄ　2,248枚
　　　　タオル　　1,965枚
　　　　　（平成14年4月1日現在）

（３）要綱等の有無
　　　災害救助法適用外の罹災者に対する応急
    的な救助について要綱等を設けている。

（４）火災発生時の対応
   　人家火災の場合、担当者は災害現場に向
   かい（夜間を含む）罹災者に宿泊先など確認
   し、宿泊先がない場合福祉館等を紹介する。

（５）小災害に対する見舞金
　　ア　死亡者の遺族（災害弔慰金）
　　　①　死亡者が世帯の生計維持者の場合
              １００，０００円
　　　②　１以外の場合死亡者１人につき
　　　　　　　　７０，０００円
　　イ　傷害者（災害見舞金）
　　　①　傷害者が世帯の生計維持者の場合
　　　　　　　　３０，０００円
　　　②　１以外の場合死亡者１人につき
　　　　　　　　２０，０００円
　　ウ　全焼、全壊又は流失により被害を受けた
　　　世帯
　　　①　災害見舞金
　　　　(ｱ)　１世帯につき１４，０００円とし、世帯員
　　　　　　２人から８，０００円を加算する。
　　　　(ｲ)　災害見舞品
　　　　　　・　４月から９月まで世帯員１人につき
　　　　　　　　　タオルケット１枚
　　　　　　・　１０月から３月まで世帯員１人につき
　　　　　　　　　毛布１枚
　　エ　半焼、半壊、床上浸水又は消火水損等に

（１）避難所の設置箇所数
　　　　２０箇所

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　なし

（３）要綱等の有無
　　　設けている。

（４）火災発生時の対応
　　　各公民館で対応している。（ただし、身内が
    いないなどやむを得ない場合のみ）

（５）小災害に対する見舞金
　　ウ　住宅が全壊または、滅失もしくは全焼
　　　した場合　その世帯に
　　　　　　　５０，０００円以内
　　エ　住宅が半壊または半焼した場合
　　　　　　　　　その世帯に
　　　　　　　３０，０００円以内
　　カ　自らの資力で仮設住居を設置し、一時
　　　的な住居の用に供するもので補助金を
　　　必要とするものが対象で、補助金の交付
　　　額は、建築費等の２分の１とし、１００万円
　　　を限度額とする。

　　キ　災害を受けた場合に解体作業および土
　　　砂除去作業にかかる費用の額が５０万円
　　　以上と査定されるものについて２０万円以
　　　内の助成をする。

（１）避難所の設置箇所数
　　　　２４箇所
　　　　（公民館や小中学校など）

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　日赤の分あり
　　　　（日赤は町が所管）

（３）要綱等の有無
　　　設けている。

（４）火災発生時の対応
　　　職員（保健福祉課）が向かい連絡、物資
    の支給（日赤）あり。宿泊先がない場合は
    公民館が対応。

（５）小災害に対する見舞金
　　ウ　住宅が全壊または、滅失もしくは全焼
　　　した場合　その世帯に
　　　　　　　５０，０００円以内
　　エ　住宅が半壊または半焼した場合
　　　　　　　　　その世帯に
　　　　　　　３０，０００円以内
　　オ　住宅の一部が著しく損壊又は損焼した
　　　場合、エの定める額の範囲内で町長が
　　　定める。

（１）避難所の設置箇所数
　　　　１４箇所
　　　（職員を配置している）

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　なし

（３）要綱等の有無
　　　設けていない。

（４）火災発生時の対応
　　　特になし

（５）小災害に対する見舞金
　　火災が発生した場合、一律20,000円を支出

　　　より被害を受けた世帯
　　　①　災害見舞金
　　　　(ｱ)　１世帯につき７，０００円とし、世帯員
　　　　　　２人から４，０００円を加算する。
　　　　(ｲ)　災害見舞品
　　　　　　・　４月から９月まで
　　　　　　　　　世帯員１人につきﾀｵﾙｹｯﾄ１枚
　　　　　　・　１０月から３月まで
　　　　　　　　　世帯員１人につき毛布１枚

(24) － 8



（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

（１）避難所の設置箇所数
　　　　１３箇所

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　なし

（３）要綱等の有無
　　　設けていない。

（４）火災発生時の対応
　　　特になし

 
（５）小災害に対する見舞金
　火災が発生した場合、一律100,000円を支出
　　　（保健福祉課で予算化）

（１）避難所の設置箇所数
　　　　１４箇所
　　　（公民館や小中学校など）

（２）生活物資の備蓄状況
　　　　なし

（３）要綱等の有無
　　　設けていない。

（４）火災発生時の対応
　　　住宅等の世話については、やむ
　　を得ない場合は組織の中で対応
    する（公民館等）。

（５）小災害に対する見舞金
　　　該当なし

　制度が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

(24) － 9



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

8 地域振興基金

（１）名称
　　　地域振興基金

（２）目的
　　　高齢化社会に対応した施策を実施
　　するための基金

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　1,151,460,000円
　　・⑮運用益（予算） 　　 3,457,718円
　　・⑮末（見込） 　　　1,151,460,000円

（４）基金の活用方法
　　　運用益のみ充当

（５）基金の使途事業
　　①福祉ふれあいフェスティバル事業
　　②長才（おせ）まつり開催事業
　　③社会福祉協議会への補助

（１）名称
　　　地域振興基金

（２）目的
　　　高齢化社会に対応した施策を実施
　　するための基金

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　   23,008,720円
　　・⑮運用益（予算） 　　    18,000円
　　・⑮末（見込） 　　　   23,026,720円

（４）基金の活用方法
　　　運用益は基金に積み立て

（５）基金の使途事業
　　　現在のところ計画なし

（１）名称
　　　地域福祉基金

（２）目的
　　　高齢者の保健福祉の増進を図る
　　ための資金

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　  　  170,853,294円
　　・⑮運用益（予算） 　       68,000円
　　・⑮末（見込） 　　    170,853,294円

（４）基金の活用方法
　　　運用益のみ充当

（１）名称
　　　地域福祉基金

（２）目的
　　　高齢者の福祉を増進するための基金

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　　  127,129,404円
　　・⑮運用益（予算） 　　　            0円
　　・⑮末（見込） 　　　　  109,309,000円

（４）基金の活用方法
　　　積立基金の取り崩し

（５）基金の使途事業
　　①敬老金支給事業
　　②すこやか長寿社会づくり推進事業
　　③地域福祉ネットワークづくり推進事業
　　④地域福祉活動推進事業
　　⑤はり・きゅう施術事業
　　⑥寝たきり老人等介護手当事業
　　⑦生きがい対応型デイサービス

（１）名称
　　　地域福祉基金

（２）目的
　　　福祉活動の促進、快適な生活環境
　　の形成を図るための資金

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　　    67,853,000円
　　・⑮運用益（予算） 　　　       1,000円
　　・⑮末（見込） 　　　　    67,853,000円

（４）基金の活用方法
　　　運用益のみ充当

（５）基金の使途事業
　　①しん灸等施術補助事業

（５）基金の使途事業
　　　一般財源化

(24) － 10



（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

（１）名称
　　　地域福祉基金

（２）目的
　　　高齢者の保健福祉の増進を図る

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　　  167,000,000円
　　・⑮運用益（予算） 　　　   133,600円
　　・⑮末（見込） 　　　　  167,000,000円

（４）基金の活用方法
　　　運用益のみ充当

（５）基金の使途事業
　　①町内循環バス運行補助金

（１）名称
　　　地域福祉推進基金

（２）目的
　　　高齢者保健福祉施策を積極的に
　　推進し、在宅福祉の向上、健康づく
　　り、ボランティア活動の活性化等を
　　図る。

（３）基金高等
　　・⑭末　　　　　　　　　   80,950,617円
　　・⑮運用益（予算） 　　　    58,000円
　　・⑮末（見込） 　　　　   30,950,617円

（４）基金の活用方法
　　　運用益のみ充当

（５）基金の使途事業
　　①在宅ねたきり老人等介護手当
　　　　助成事業

基金の活用方法等が異なる。 　合併時に鹿児島市の制度に統合する。

　（各町の基金は、鹿児島市の地域振興基金に
　 積み立てる。）

(24) － 11



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

9 社会福祉功労者表彰式

社会福祉功労者表彰要綱で対応

（１）対象者

　①　表彰状の贈呈
　　ア　民生委員児童委員
　　イ　ホームヘルパー、相談員等の非
　　　常勤職員
　　ウ　社会福祉施設の長又は職員（鹿
　　　児島市職員及び鹿児島県職員を除
　　　く。
　　エ　社会福祉協議会、社会事業協会
　　　その他民間社会福祉団体等の役員
　　　又は職員
　　オ　共同募金運動の奉仕者又は奉仕
　　　団体
　　カ　ボランティア活動又はボランティア
　　　活動への支援を行う個人又は団体
　　　（オに該当するものを除く）
　　キ　障害を有する者
　　ク　母子世帯、父子世帯等に属するも
　　　の
　　ケ　その他社会福祉功労者

　②　感謝状の贈呈
　　ア　上記ア～カまでの対象者のいずれ
　　　かに該当する者
　　イ　その他

該当なし 町民表彰規程の中で対応

（１）対象者

　・社会福祉事業及び援護事業等の
　　向上に貢献し、その功績が特に
　　顕著な者

町民表彰条例の中で対応

（１）対象者

　・社会福祉事業及び援護事業等の
　　向上に貢献し、その功績が特に
　　顕著な者

(24) － 12



（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

町民表彰規則の中で対応

（１）対象者

　・社会福祉事業の振興に貢献し、
　　その功績が特に顕著な者

町民表彰条例の中で対応

（１）対象者

　・社会福祉事業及び援護事業の
　　向上に貢献し、その功績が特に
　　顕著な者

　鹿児島市、桜島町、喜入町、松元町及び郡山
町が実施しているが、制度が異なる。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。

(24) － 13



（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

現　　　　　　　　　　　　　況  
項　　　　　目

10 戦没者追悼式

（１）趣旨
　　　昭和１２年の日華事変から太平洋戦
　　争における、市出身戦没者（８,２７０柱）
　　及び一般戦災死没者（３,３２９柱）の霊
　　を慰め、併せて遺族のこれまでの心労
　　を労うとともに世界平和を祈念する。

（２）時期
　　　１０月

（３）１４年度予算
　　・参加者記念品　　　　　５５０，０００円
　　・追悼式会場設営委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　４９１，０００円
　　・アトラクション　　　　　　５００，０００円
　　・献花　　　　　　　　　　　　２７，３００円

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　①　(財)太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊
　　　協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円

　　②　鹿児島戦没者墓地秋季慰霊祭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，７５０円
　　③　吉野地区戦没者慰霊祭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，７５０円
　　④　人間の碑慰霊祭　　　２１，０００円

（１）趣旨
　　  過去の戦争における吉田町出身戦没
　　者及び一般戦災死没者の霊を慰め、併
　　せて遺族のこれまでの心労を労うととも
　　に世界平和を祈念する。

（２）時期
　　　３月

（３）１４年度予算
　　・追悼式食糧費　　　　　　７０，０００円
　　・追悼式献花　　 　　　　　３４，０００円
　　・慰霊塔清掃委託料　　　６０，０００円
　　・追悼式役務費　　　　　　　７，０００円

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　　なし

（１）趣旨
　　　桜島町出身戦没者の霊を慰め、平和
　　を祈念する行事

（２）時期
　　　１１月

（３）１４年度予算
　　・三宝菓子（供物）　　　　１５，０００円
　　・型菓子（供物）　　　 　　５４，０００円

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　①　第二次世界大戦戦亡者慰霊祭
　　　　　毎年１０月下旬か１１月初旬に世
　　　　界の平和を願って戦亡者の慰霊を
　　　　行っている。参列者約６０名。
　　　　　（遺族会が実施）

（１）趣旨
　　　該当なし

（２）時期
　　　なし

（３）１４年度予算
　　　なし

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　　なし
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（様式２）　その２
　　（２４）　　地域福祉事業 健康福祉専門部会

松　元　町 　郡　山　町
調　整　方　針　（案）

現　　　　　　　　　　　　　況
課　　　　　　　題

（１）趣旨

　　　該当なし

（２）時期
　　　なし

（３）１４年度予算
　　　なし

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　　町戦没者合同慰霊祭
　　　松元町遺族会が主催し、毎年３月
　　に老人福祉センターで実施。参列者
　　約３０名（経費は全て町遺族会負担）

（１）趣旨
　　　戦没者及び遺族に追悼の誠を捧げ、
　　永久の平和を願って追悼式を実施す
　　る。

（２）時期
　　　１１月

（３）１４年度予算
　　祭壇　材料代一式　       ３０，０００円
　　　　　　生花　　　　　　　　１００，８００円
　　　　　　式典用型菓子代　 ５１，０００円
　　　　　　献酒　　　　　　 　     ６，０００円
　　　　　　二段式生花　       ６７，２００円
　　　　　　献花用生花　　     ２０，１６０円
　　　　　　鉢物リース　　      １０，０００円

（４）その他戦没者慰霊祭関係の供花
　　　　　　　　　　　　　（１４年度予算）
　　　　特になし

　鹿児島市、吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町が実施しているが、式典の趣旨等が異なる

　鹿児島市の「戦没者追悼式」は現行どおり実施
する。
　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町で実施して
いる事業については、地域性を考慮して実施する。
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